
【表紙】

【提出書類】 訂正報告書

【根拠条文】 法第27条の25第4項

【提出先】 関東財務局長

【氏名又は名称】 ＡＳＴＯＮ　ＬＵＸＵＲＹ　ＧＲＯＵＰ　ＬＩＭＩＴＥＤ

【住所又は本店所
在地】

１１０１　１１／Ｆ　ＧＵＡＲＤＦＯＲＣＥ　ＣＥＮＴＲＥ，　ＨＯＫ　Ｙ
ＵＥＮ　ＥＡＳＴ　ＳＴＲＥＥＴ，　ＨＵＮＧ　ＨＯＭ，　ＫＯＷＬＯＯ
Ｎ，　ＨＯＮＧ　ＫＯＮＧ

【報告義務発生
日】

該当事項なし

【提出日】 平成24年9月10日

【提出者及び共同
保有者の総数
（名）】

該当事項なし

【提出形態】 該当事項なし

【変更報告書提出
事由】

該当事項なし

EDINET提出書類

ＡＳＴＯＮ　ＬＵＸＵＲＹ　ＧＲＯＵＰ　ＬＩＭＩＴＥＤ(E26929)

訂正報告書（大量保有）

1/3



【本文】

【発行者に関する事項】

発行者の名称 株式会社ベリテ

証券コード 9904

上場・店頭の別 上場

上場金融商品取引所 東京証券取引所市場第二部

 
【提出者に関する事項】

個人・法人の別 法人

氏名又は名称 ASTON LUXURY GROUP LIMITED

事務上の連絡先及び担当

者名

東京都千代田区丸の内1-7-12　サピアタワー14階　弁護士法人北

浜法律事務所　東京事務所　弁護士荒川雄二郎

電話番号 03-5219-5151

 
【訂正事項】

　平成24年9月6日に提出いたしました大量保有報告書の記載事項の一部に誤りがありました

ので、報告書を提出するものであります。

　なお、訂正箇所は＿を付して表示しております。

訂正される報告

書の報告義務発

生日

平成24年8月31日

訂正前

[表紙]　[提出形態]　単独
[本文]　第2　[提出者に関する事項] 
1 [提出者（大量保有者）/1]
(4)[上記提出者の保有株券等の内訳]
②[株券等保有割合]

発行済株式等総数（株・口）

（平成24年9月6日現在）

27,230,825

 (7)[保有株券等の取得資金]
①[取得資金の内訳]

その他金額計(Y)（千円） 399,936,000

取 得 資 金 合 計 （ 千 円 ） （

W+X+Y）

399,936,000

訂正後

[表紙]　[提出形態]　その他
[本文]　第2　[提出者に関する事項] 
1 [提出者（大量保有者）/1]
(4)[上記提出者の保有株券等の内訳]
②[株券等保有割合]

発行済株式等総数（株・口）

（平成24年8月31日現在）

27,230,825

(7)[保有株券等の取得資金]
①[取得資金の内訳]

その他金額計(Y)（千円） 399,936

取 得 資 金 合 計 （ 千 円 ） （

W+X+Y）

399,936
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